
「ＬＩＦＥ－意思決定支援の基本的考え方－」で学ぼう

意思決定支援

一般社団法人 権利擁護支援プロジェクトともす

川端 伸子

1



1 「LIFE－意思決定支援の基本的考え方ー」が
生まれた経緯
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考えてみましょう

◆ 「幸せだなぁ」と感じる瞬間をいくつか、思い浮かべてみてください。

◆ すべてが、人に自慢できるような瞬間ですか？

◆ その瞬間は、子どもの頃から今まで、ずっと変わらず同じことでしたか？

保護

賢い選択しない権利
（愚行権）

エイジズムの打開
「年寄りのくせに」
「年を取ってるんだから」

©ともすプロジェクト
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権利擁護ってなんだろう？

©ともすプロジェクト

権利侵害を受けていても、
自分の権利を護るため行動
を起こすことができない

権利があっても、その権利の
行使を一人ですることができ
ない

権利侵害・虐待の防止

意思決定支援
その人らしい生活を支
えるケア

権利擁護を必要とする人 権利擁護の支援の内容

権利擁護という言葉に様々な意味を含んでいます。

消極的権利擁護

積極的権利擁護
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わかりやすい世界人権宣言（谷川俊太郎訳）

第３条 安心して暮らす

ちいさな子どもから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、わたしたちはみな
自由に、安心して生きていける権利をもっています。

障害者権利条約

Nothing about us without us

わたしたちのことを、わたしたち抜きに決めないで

人権・権利について考える

©ともすプロジェクト

あんしんを守り

その人らしい暮らし、尊厳を護る

５



こんな場面に出会ったことはありませんか？

【医療機関にて、地域包括支援センターへの説明】

〇〇さんの事なんですけど。

今回の脳梗塞で麻痺が残りました。介護が必要な状態になります。

お一人暮らしはもう無理だと思います。

ご家族はいないんですよね？

介護してくれる施設、探してあげてください。

©ともすプロジェクト

【自宅で娘さんと】

この間、騙されそうになったでしょ、危ないでしょ。

消費生活センターの人からも「ご家族がちゃんとみてあげてくださ

い」って言われたの。私が通帳預かって毎月お小遣い振り込むから。
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意思決定支援とは

意思決定支援
Supported Decision-Making

「本人に意思決定させること」が意思
決定支援なのではない
今決める必要が無いことを決めるよう
強制しないことも大切な支援

「念のため決めておいて！」
「今、決めておいて！」

©ともすプロジェクト
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意思決定支援に関係している５つのガイドライン 8



ガイドラインが多すぎる…

©ともすプロジェクト

認知症の人で後見人さんが選任されてい

て入院するときは、どのガイドラインを使い

ますか？

全部のガイドラインを読みましたが、違って

いるところもあって、全部を理解して使いこ

なすのが困難です。。。
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第１４回成年後見制度利用促進専門家会議 厚生労働省作成 資料２－２より（R5.3.29）

共通する基本を学べる研修資料の作成の研究事業

◆ 第二期成年後見制度利用促進基本計画p.12「各ガイドラインに共通する基本的な意思決定支援の考
え方についての議 論を進め、その結果を整理した資料を作成する。」という記述に基づき、令和4年度厚
生労働省社会福祉推進事業にて、研修資料を作成。

©ともすプロジェクト
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「ＬＩＦＥ」の掲載場所

◆ 「成年後見はやわかり」の『意思決定支援について総合的に学ぼう』のページに掲載
◆ 中恵美さんの説明動画も公開中！

©ともすプロジェクト
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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15
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2 意思決定支援の前提を確認
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本人と支援者の本質的関係①

「後見人等への意思決定支援研修 私のことは私とともに決めてほしい」より

18



本人と支援者の本質的関係②

「後見人等への意思決定支援研修 私のことは私とともに決めてほしい」より
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本人とともに課題解決を図る

「後見人等への意思決定支援研修 私のことは私とともに決めてほしい」より
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「後見人等への意思決定支援研修 私のことは私とともに決めてほしい」より

支援によって本人の意思決定能力は変化する 21



インクルーシブと合理的配慮

厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」参考資料より

22



3 「あるある質問」から

意思決定支援を深めよう
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• 施設入所が決まっています。もう意思決定支援は必要ないですよね？

• ご本人に、何を問いかけても返答がありません。これは、推定意思で方針決定していくことになりま

すよね？

• ご本人の状態が悪く、人生の最終段階を迎えています。方針はもう決まっているし、意思決定支援と

言われても何をしたらいいのかわかりません。

• どうしてそういう決定なのか、理解できないようなことを言います。それでも意思を尊重すべきなので

しょうか？

• そんなの、実現できないよ！ということを言います。その意思を尊重するわけにはいかないですよね？

• 言っていることがコロコロ変わります。どうやって意思を汲み取ったらいいですか？

• 私たちは時間に追われています。意思決定支援に時間をかけることができません。

• 家族が本人の思いとは全く真逆のことを主張します。どうしたらいいでしょうか？

• 本人が「これ以上の治療を望まない」と言ったので、その決定を尊重しました。本当にこれでよかっ

たのでしょうか？？

• 私たちは意思を尊重した対応をしたいのに、関係者・関係機関がわかってくれません。連携が難し

いです。

これから考える「あるある質問」 24



私たちは社会的意思決定にだけ関わるわけでは
ありません。日常生活における様々な意思決定
に関わっています。
そして、日常生活における小さな意思決定の積
み重ねが、大きな意思決定―医療における意思
決定や施設入所における意思決定などの社会的
意思決定―の場面を支えています。

施設入所が決まっています。もう、意思決定支援は必要
ないですよね？
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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意思は、言葉だけで表現されるものではありま
せん。表情、目の動き等の観察をして、意思を
汲み取ることも大切です。
また、本人が意思を表すことをあきらめている
ことも考えられます。意思が表出しやすい環境
づくりも重要です。

ご本人に、何を問いかけても返答がありません。
これは、推定意思で方針決定していくことになりますよね？
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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本人に寄り添い、その意思を受け止めたいと示
す姿勢そのものが、意思決定の支援となる場合
があります。
人生の最終段階、ただ傍にいて手を握るという
こともあるでしょう。

ご本人の状態が悪く、人生の最終段階を迎えています。
方針はもう決まっているし、意思決定支援と言われても
何をしたらいいのかわかりません。
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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支援者の価値観に合わない、理解できないよう
な不合理な意思を表明したからといって、「意
思決定ができない人」と決めるつけることなく、
関わりましょう。
「なぜそう思うのですか？」と、本人の真意を
さぐる意思の形成支援から始めることも求めら
れます。

どうしてそういう決定なのか、理解できないようなことを

言います。それでも意思を尊重すべきなのでしょうか？

32



厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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「実現できないＡ」か「実現できそうなＢ」か
のどちらかを選択させることが意思決定支援な
のではありません。
本人が「Ａがいい」と表現していることの真意、
思いを受け止め、新たな「Ｃ」という選択肢を、
一緒に編み出していくということも考えられる
のです。

そんなの、実現できないよ！ということを言います。
その意思を尊重するわけにはいかないですよね？
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厚生労働省「ご本人らしい生き方にたどりつく意思決定支援のために」より
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厚生労働省「ご本人らしい生き方にたどりつく意思決定支援のために」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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したいことが変わること、前はやりたかったこ
とが嫌になったこと・・・誰もが経験してきた
ことではないでしょうか？
ましてや、高齢者は今まで経験したことがない
ような事柄を決めようとする場合があります。
気持ちが変わることは当たり前、という姿勢で
臨みましょう。

言っていることがコロコロ変わります。
どうやって意思を汲み取ったらいいですか？
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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私たちが関わる期間だけで、意思決定支援を完
結させようと考える必要はありません。
次のチームとも連携して、本人の意思決定支援
を考えていきましょう。
今までの支援の経緯を、次のチームに伝えるこ
と、以前のケアチームから、今までの支援の経
過を聞くことも大切です。

私たちは時間に追われています。
意思決定支援に時間をかけることができません。
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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本人がやりたい「Ａ」と、家族が主張する
「Ｂ」。どちらかで対決するのではなく、それ
ぞれの主張の背景にある「理由」「真意」を交
わせる支援をしていきたいものです。
新たなＣがみつかる場合もあれば、「やっぱり
Ａでいきましょう」と決まることもあるかもし
れません。

家族が本人の思いとは全く真逆のことを主張します。
どうしたらいいでしょうか？
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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誰がどの時点で振り返るかによって、その意思
決定への評価が変わるという難しさがあります。
「正解を選ぶことの支援」ととらえてしまうの
ではなく、プロセスの支援と考えて、意思決定
支援を振り返りましょう。
医療・ケアチームで、支援について考えていく
ことも大切です。

本人が「これ以上の治療を望まない」と言ったので、
その決定を尊重しました。
本当にこれでよかったのでしょうか？？
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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立場の違いから考えが違うこともあります。
本人の示している意思が違っていることもあり
ます。
意思決定支援について、まったく学んだことも
ない関係者・関係機関もあることでしょう。
ガイドラインを伝える、原則を伝える、共に学
び取り組もうと、働きかけていきたいですね。

私たちは意思を尊重した対応をしたいのに、関係者・
関係機関がわかってくれません。連携が難しいです。
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同じことを目指して違う視点・専門性で支援をして
いることをそれぞれに理解しておくが大切です

相互理解の重要性 55



厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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厚生労働省「LIFE 意思決定支援の基本を学ぶ―誰もが『私の人生の主人公は、私』」より
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•多職種連携教育ＩＰＥからのヒント

「複数の領域の専門職者が、

連携およびケアの質を改善するために、

同じ場所でともに学び、

お互いに学びあいながら、

お互いのことを学ぶこと」
The UK Centre for the Advancement of Interprofessional Educationより

（埼玉県立大学ＧＰ実施部会連携と統合科目郡担当社会ＩＰ演習部会『平成18年度イ
ンタープロフェッショナル演習事業報告書』平成19年2月,p.23より引用）

目的を共有

同じ立場で

何が出来て
何ができないかを知る

多職種連携のポイント 58



場をつくり、
つなげる

場のデザインのスキル

受け止め、
引き出す

対人関係のスキル

かみ合わせ、
整理する

構造化のスキル

まとめて、
分かち合う

合意形成のスキル

チーム設計・プロセス設計・アイ
スブレイク

傾聴と質問、非言語メッセージ、
非攻撃的自己主張

論理的コミュニケーション
ファシリテーション・グラフィック
フレームワーク

意思決定手法
コンフリクト・マネジメント
フィードバック

（堀公俊・加藤彰・加留部貴行

『チーム・ビルディング～人と人を
「つなぐ」技法』，日本経済新聞出
版，2007年，p.52）

共有

発散

収束

決定

問題解決型ファシリテーションの４つのスキル 59



だれもが「私の人生の主人公は、私」と

思えるような地域を

つくっていきたい

ですね。
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